
東部地区（港町）
復興まちづくり協議会・地権者連絡会

平成26年6⽉26⽇（⽊）
18：30〜20：00
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2. これまでの経緯2. これまでの経緯
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平成25年6⽉ 東部地区まちづくり協議会

平成25年11⽉ 第1回グリーンベルトを考える会

平成25年11⽉ 地権者説明会

これまでの経緯

平成25年12⽉ 若者意⾒交換会
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平成26年1⽉ グリーンベルト意⾒交換会

平成26年3⽉ 第2回グリーンベルトを考える会



３. 災害危険区域について３. 災害危険区域について
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災害危険区域の指定を明らかにした図⾯
災害危険区域について

第2種区域

第1種区域
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第1種区域
住宅が建てられない区域
第2種区域
条件付で住宅が建てられる区域



東部地区では、平成25年3⽉11⽇に災害危険区域の指定を⾏いました。
（1）第1種区域

津波が発⽣した場合、防潮堤など津波を防ぐことを目的として整備さ
れる施設（以下、「防浪施設」という。）の整備後も浸⽔が想定される
ため、住宅、寄宿舎、⻑屋、共同住宅等居住の⽤に供する建築物（以下
「居住の⽤に供する建築物」という。）の建築を禁⽌する区域です。

（2）第2種区域
津波が発⽣した場合、防浪施設の整備後も浸⽔が想定される区域で

災害危険区域について

（2）第2種区域
津波が発⽣した場合、防浪施設の整備後も浸⽔が想定される区域で

あるが、避難施設の整備など安全が担保されたうえで⼟地利⽤の観点
から居住の⽤に供する建築物の建築を許容する区域です。

居住の⽤に供する建築物の制限
（1）第1種区域においては、居住の⽤に供する建築物を建築できません。
（2）第2種区域においては、市⻑が別に定める構造等の基準を満たす場
合を除き、居住の⽤に供する建築物を建築できません。
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４. 東部地区（港町）の復興整備事業について４. 東部地区（港町）の復興整備事業について
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復興整備事業についての説明

津波復興拠点整備事業
漁港施設機能強化事業

漁業集落防災機能強化事業
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甲⼦川⽔門

社会資本整備総合交付⾦事業
(グリーンベルト整備)



港町にお住まいだった⽅で第１種区域
（住宅が建てられない区域）のみなさまの住宅再建について

①この区域では、住宅再建を⾏うことができません。
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①この区域では、住宅再建を⾏うことができません。

②震災で住宅を失い、⾃⼒では住宅の確保が難しい⽅々のため、災害復興公営住
宅を整備します。

③⾃⼒再建を希望される⽅につきましては、各種補助事業を活⽤し、安全な場所
にて再建していただきたいと思います。



●グリーンベルトの整備目的は…
� 港湾利⽤者やグリーンベルト利⽤者に安全な

避難路を整備する
� 無機質な港湾地区に公園・緑地を整備する

◇グリーンベルトの位置

●整備よって期待される効果は…

整備の目的
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●整備よって期待される効果は…
� 盛⼟構造により、津波低減効果が期待できる
� ⼤型商業施設と連携した街なか回遊性の向上

を図られる 事業面積

約3.1ha



●避難路整備の必要性
� 震災時、港湾利⽤者やグリーンベルト利⽤者を安全に⾼台に避難させる
� 緊急時における⼀時避難場所を確保させる

グリーンベルトの役割

にぎわいゾーン

市街地ゾーン

【フロントプロジェクト1】
【フロントプロジェクト3】

漁港ゾーン

避難場所

避難場所

避難場所
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●公園・緑地の役割
� まちと港との⼀体感の形成
� 新たな回遊性の創造

港湾ゾーン

産業ゾーン

新たなみなとの
にぎわいづくり

【イオンタウン】

【フロントプロジェクト1】

⽔門

グリーンベルト



●できるだけ盛⼟構造が連続した安全な避難路を配置する

連続した盛⼟構
造の避難路
（750ｍ程度）

道路横断部は、
門型構造による
避難路

コンベア部はデッキ
による避難路

整備イメージ

⼟量：約10万m3

ポンプ場付近は、
壁構造による避難路
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釜⽯港湾事務所

市営ビル



整備イメージ

⾼低差4〜8m

カルシアカルシアカルシアカルシア改質土改質土改質土改質土

▼ 標⾼8〜12m ⾼低差6〜10m

客⼟：約1.5ｍ

◇断⾯図＿東⻄⽅向

国道45号
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釜⽯港湾事務所

⼀般部
標⾼8m

カルシアカルシアカルシアカルシア改質土改質土改質土改質土

◇断⾯図＿南北⽅向
⼀時避難場所
標⾼12m

客⼟：約1.5ｍ

▼標⾼ 8m
▼標⾼ 12m

※カルシア改質⼟…津波堆積⼟等
を活⽤した復興資材

客⼟：約1.5ｍ



避難経路計画 ⼀時避難場所から最も遠い
須賀地区公共埠頭の先端からの
距離は 約2,000m（25分）

⼀時避難場所

◇避難路のイメージ ◇道路交差部の陸閘※のイメージ◇海側斜⾯のイメージ
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須賀地区公共埠頭

※陸閘（りくこう）…堤防の役割を果たす開閉可能な門⼾



平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
下期 上期 下期 上期 下期 上期

盛⼟

基本設計

実施設計

スケジュール

⼯ 事 期 間

盛⼟

※ 状況に応じて変更することがあります。

構造物

修景・緑化
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4-1. 東部地区の災害復興公営住宅4-1. 東部地区の災害復興公営住宅
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FP3⼤町復興住宅4号

只越町復興住宅
30⼾程度

⼤町復興住宅1号
44⼾程度

⼤只越町復興住宅
25⼾程度

天神町復興住宅
50⼾程度

浜町復興住宅
64⼾程度

東部地区の災害復興公営住宅について
（平成26年４⽉30⽇公表ベース）

FP1

FP3

⼤渡町復興住宅
24⼾程度

⼤町復興住宅4号
47⼾程度

⼤町復興住宅5号
34⼾程度

⼤町復興住宅3号
36⼾程度

天神町 50⼾
浜町 64⼾
⼤只越町 25⼾
⼤渡町 24⼾
只越町 30⼾
⼤町1号 44⼾
⼤町3号 36⼾
⼤町4号 47⼾
⼤町5号 34⼾
※その他 76⼾
（借上、敷地提案）

整備予定⼾数 430⼾程度
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4-2. 住宅を再建する際の⽀援制度4-2. 住宅を再建する際の⽀援制度
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【がけ地近接等危険住宅移転事業】
被災した住宅が災害危険区域第1種区域に指定された⽅で、

危険区域(第2種区域含む)以外へ個別に移転する場合

住宅を再建する際の⽀援制度

利子補給 移転費用

【補助額】
①新築（購⼊）された場合
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※この補助⾦は、⼟地・建物購⼊の契約前に申請が必要です。

利子補給 移転費用

建物再建 土地購入 造成費用 従前住宅の取り壊し、引越代

上限457万円 上限206万円 上限59万円 上限80万円

②災害公営住宅へ⼊居された場合
移転費⽤が補助対象



５. 甲⼦川⽔門計画について５. 甲⼦川⽔門計画について
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甲⼦川⽔門計画

釜⽯湾
⾄ 宮古

⾄ 遠野
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嬉⽯漁港

⾄ ⼤船渡

甲⼦川

⾄ 遠野



甲⼦川⽔門計画
正⾯図
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側⾯図

平成29年度
⽔門整備⼯事概成予定



６. 意⾒交換６. 意⾒交換
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